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總
持
寺
に
あ
る
『
住
山
記
』
の
資
料
的
価
値
と
今
後
の
活
用
方
法
と
課
題
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
お
手
元
の
資
料
に
記
載
の
数
値

は
作
業
途
中
な
の
で
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
エ
ク
セ
ル
に
巻
一
か
ら
巻
百
四
十
ま
で
デ
ー
タ
入
力
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、

巻
百
三
十
四
が
欠
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
校
正
作
業
が
大
変
で
す
。
特
に
異
体
字
の
統
一
が
大
変
な
作
業
で
す
。
現
在
、
索
引

を
考
え
て
統
一
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
名
も
派
名
も
表
記
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
寒
岩
派
と
法
王
派
は
同
一
派
で
す
が
、
派
名
の
表
記
が
違

い
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
は
、
本
山
の
御
移
転
百
周
年
に
当
り
ま
す
。
こ
れ
を
記
念
し
て
總
持
寺
か
ら
出
版
の
準
備
を
し
て
い
る
段
階
で
す
。

ま
ず
、
資
料
一
、「
記
載
内
容
に
み
る
資
料
価
値
」
で
す
。
百
四
十
巻
あ
り
ま
す
が
、
巻
百
三
十
四
が
欠
本
で
す
。
い
つ
頃
欠
本
に

な
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
總
持
寺
史
』
が
発
刊
さ
れ
た
昭
和
四
十
年
の
時
点
で
な
い
の
で
、
戦
前
か
戦
後
す
ぐ
に
な
く
な
っ

た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
記
載
さ
れ
る
期
間
は
、
慶
応
・
明
治
の
初
期
の
頃
な
の
で
、
見
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

人
名
の
表
記
は
基
本
的
に
二
字
で
す
。
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
泰
玄
」
は
瑞
世
師
で
す
。
本
山
に
瑞
世
で
上
が
っ
た
人
で
す
。

『
住
山
記
』
を
読
み
解
く

鶴
見
大
学
仏
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文
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「
三
万
五
千
六
百
二
世
」
は
世
代
番
号
で
す
。「
通
幻
派
」
と
あ
り
ま
す
。
派
は
派
閥
と
同
じ
で
系
統
を
示
し
ま
す
。「
長
林
寺
」
と
い

う
名
刹
の
寺
名
が
あ
り
ま
す
。「
文
化
五
年
」、
そ
し
て
干
支
が
あ
っ
て
、「
十
月
三
日
」、「
受
業
師
歩
舜
和
尚
」、「
嗣
法
師
歩
舜
和
尚
」、

「
上
野
之
」、「
従
僧
也
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。「
上
野
之
」
は
記
載
ミ
ス
の
例
で
、
実
際
に
は
下
野
の
寺
院
で
す
。
こ
う
い
う
形
で

名
簿
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

人
物
名
二
字
表
記
が
基
本
で
す
が
、
瑩
山
紹
瑾
と
四
文
字
や
瑩
山
瑾
と
三
文
字
の
例
も
あ
り
ま
す
。「
道
号
・
法
諱
」
が
書
か
れ
る

例
も
あ
り
ま
す
。
瑩
山
が
道
号
、
紹
瑾
が
法
諱
で
す
。
法
諱
の
二
文
字
が
多
い
の
で
す
が
、
道
号
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
た
ま
に
あ

る
の
で
、
読
み
解
く
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。

瑞
世
の
意
味
に
関
し
て
は
、
日
本
地
図
と
『
住
山
記
』
の
写
真
、
裏
面
に
語
彙
の
説
明
が
あ
る
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
瑞
世
は
、

本
山
の
出
世
道
場
に
住
職
に
な
る
こ
と
で
す
。
一
日
に
最
大
四
十
七
名
の
記
録
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
も
瑞
世
の
制
度
は
あ
り
、

私
も
總
持
寺
と
永
平
寺
に
瑞
世
に
行
き
ま
し
た
。
私
の
時
、
永
平
寺
で
は
四
人
で
し
た
。
四
人
で
も
多
く
、
總
持
寺
で
は
私
一
人
で
し

た
。
大
祖
堂
の
広
い
中
で
ぽ
つ
ん
と
い
て
、
寂
し
い
も
の
で
し
た
。
法
要
に
一
回
出
る
だ
け
の
形
式
的
な
も
の
で
す
。
当
時
も
そ
れ
に

近
か
っ
た
よ
う
で
す
。

第
一
世
の
瑩
山
禅
師
か
ら
五
万
一
千
九
百
八
十
四
世
ま
で
、
世
代
数
で
は
、
五
万
一
千
三
百
十
六
に
な
り
ま
す
。
世
代
と
世
代
数
と

が
異
な
る
の
は
、
重
複
や
欠
番
、
さ
ら
に
巻
百
三
十
四
が
な
い
か
ら
で
す
。
同
じ
番
号
の
重
複
は
最
大
五
十
件
で
す
。
百
番
ま
で
来
た

ら
い
き
な
り
五
十
一
番
に
戻
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
か
ら
で
す
。

手
書
き
な
の
で
ど
う
し
て
も
書
き
間
違
い
が
出
ま
す
。
十
番
違
う
と
か
、
一
番
重
な
る
と
か
は
頻
繁
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
同
じ

番
号
を
二
回
書
く
例
で
す
。
逆
に
欠
番
と
言
う
と
、
一
つ
番
号
を
飛
ば
す
の
で
す
。

欠
番
の
最
多
の
例
は
、
八
十
番
、
番
号
が
飛
び
ま
す
。
つ
ま
り
、
百
番
の
次
が
百
八
十
一
番
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
す
。
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四
万
い
く
つ
と
い
う
数
を
書
い
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
間
違
い
が
出
て
き
ま
す
。

さ
ら
に
世
代
番
号
の
み
で
氏
名
が
な
い
例
も
あ
り
ま
す
。
推
測
で
す
が
、
浄
書
す
る
前
の
古
い
本
が
傷
ん
で
い
て
書
き
き
れ
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
初
の
こ
ろ
は
、
上
山
し
た
人
が
自
分
で
書
く
の
で
、
書
体
が
全
部
違
い
ま
す
。
Ａ
の
人
が
書
く
と
次
は
Ｂ

の
人
が
書
く
。
そ
れ
が
ま
と
ま
っ
て
く
る
と
最
後
は
、
一
冊
に
、
約
四
百
名
か
ら
五
百
名
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
二
人
か
ら
三
人
ぐ
ら

い
で
全
部
書
き
写
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
原
本
が
す
で
に
お
か
し
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
の
で
、
瑞
世
師
で
名
前
の
挙
が
る
者
は
、
さ
ら
に
少
な
く
な
っ
て
五
万
一
千
二
百
四
名
と
な
る
の
で
す
。

受
業
師
は
、
出
家
の
時
の
師
、
お
坊
さ
ん
に
な
る
時
の
師
匠
の
こ
と
で
す
。
こ
の
名
前
が
挙
が
る
の
が
、
五
万
五
百
八
十
八
名
で
す
。

嗣
法
師
は
、
法
を
嗣
い
だ
、
お
前
に
俺
の
法
を
伝
え
る
よ
と
、
卒
業
証
書
を
渡
し
て
く
れ
た
師
匠
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
が
五
万
八
百

九
十
五
名
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
差
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
書
い
て
あ
っ
た
り
そ
う
で
な
か
っ
た
り
す
る
人
が
い
る
か
ら

で
す
。
合
計
の
延
べ
人
数
は
、
十
五
万
二
千
六
百
八
十
七
名
で
す
。
受
業
師
や
嗣
法
師
は
重
複
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
人
数
は
約
十

万
か
ら
十
一
万
ま
で
行
か
な
い
く
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
上
山
し
た
年
月
日
が
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
。
未
記
入
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
後
か
ら
ほ
ぼ
時
代
は
特
定
で
き
ま
す
。

そ
の
坊
さ
ん
が
何
歳
で
上
が
っ
た
か
、
ま
た
、
出
家
し
て
か
ら
の
年
齢
を
法
臘
と
い
い
ま
す
が
、
法
臘
何
年
で
上
が
っ
た
か
は
わ
か
ら

な
い
の
で
、
そ
の
人
の
生
涯
ま
で
は
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

出
身
の
寺
の
名
前
が
記
さ
れ
る
の
は
、
四
万
七
千
二
十
七
件
で
す
。
寺
名
は
初
期
の
も
の
と
明
治
以
降
の
も
の
に
は
少
な
い
で
す
。

ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
時
代
が
あ
る
の
で
、
件
数
は
減
り
ま
す
。
一
つ
の
寺
院
か
ら
何
回
も
挙
が
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
も

延
べ
の
数
で
す
。

地
域
名
で
す
が
、
国
名
を
記
す
も
の
は
四
万
八
千
七
百
十
八
件
あ
り
ま
す
。
問
題
は
、
国
名
の
表
記
の
内
容
と
具
体
的
な
場
所
で
す
。
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奥
州
や
羽
州
と
い
う
書
き
方
と
、
津
軽
、
南
部
、
仙
台
、
秋
田
、
庄
内
、
仙
北
、
鶴
丘
、
鶴
岡
は
、
現
在
は
こ
の
漢
字
を
使
い
ま
せ
ん

が
、
こ
う
い
う
細
か
い
表
記
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
地
域
を
ど
う
限
定
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
常
州
と
常
陸
、
武
州
と
武
蔵
は
同
じ
国
で
す
の
で
問
題
は
な
い
の

で
す
が
、
江
戸
と
い
う
表
記
も
途
中
に
は
見
ら
れ
ま
す
。
尾
州
と
尾
張
も
同
じ
国
名
で
あ
っ
て
も
表
記
が
違
う
の
で
す
。
さ
ら
に
、
野

州
は
上
野
、
上
野
は
群
馬
県
、
下
野
は
栃
木
県
で
す
が
、
両
方
と
も
野
州
と
書
か
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
な
の
か
特
定
で
き
ま
せ
ん
。
寺

院
に
は
同
名
が
多
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
観
音
寺
は
全
国
に
た
く
さ
ん
あ
り
、
ど
こ
の
国
か
特
定
が
難
し
い
上
に
、
さ
ら
に
こ
う
い

う
地
名
の
表
記
で
す
。
総
州
と
書
い
て
あ
る
と
、
上
総
と
下
総
が
あ
り
、
九
州
の
肥
州
は
肥
前
と
肥
後
の
書
き
方
を
す
る
の
で
、
ど
ち

ら
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

派
名
が
あ
る
の
は
、
五
万
三
百
五
十
五
件
で
す
。
通
玄
派
は
二
万
五
千
八
百
十
九
件
と
約
半
分
を
占
め
ま
す
。
資
料
に
示
し
た
派
を

全
部
足
し
て
も
五
万
件
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
表
記
が
違
う
派
や
、
細
か
い
派
の
ま
と
め
方
が
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

お
よ
そ
通
玄
派
と
太
源
派
で
大
半
を
占
め
ま
す
。
ま
た
、
寒
岩
派
と
法
王
派
は
同
じ
寒
岩
義
尹
の
系
統
で
す
。
こ
の
よ
う
に
派
の
名
前

を
使
い
分
け
て
い
ま
す
が
、
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

再
公
文
、
成
直
、
推
挙
状
、
推
挙
師
、
贈
公
文
、
褒
命
、
遥
受
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
の
巻
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
資
料
の
よ

う
に
瑞
世
師
の
頭
注
部
分
に
わ
ざ
わ
ざ
た
だ
し
書
き
が
し
て
あ
り
ま
す
。

『
住
山
記
』
の
特
長
を
ま
と
め
ま
す
。
曹
洞
宗
の
江
戸
期
の
展
開
を
全
国
的
に
網
羅
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
山
に
瑞
世
で
上
が
っ

て
き
た
僧
の
名
簿
だ
か
ら
で
す
。
永
平
寺
・
道
正
庵
資
料
で
も
瑞
世
師
が
わ
か
り
ま
す
が
、
一
部
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
永
平
寺
の

資
料
は
、
總
持
寺
に
二
十
八
冊
あ
り
ま
す
。
圭
室
文
雄
先
生
が
、
今
年
出
版
し
た
、『
總
持
寺
祖
院
古
文
書
を
読
み
解
く
』
に
は
、
總

持
寺
の
『
住
山
記
』
と
永
平
寺
の
資
料
を
比
較
し
な
が
ら
論
考
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
住
山
記
』
で
は
、
瑞
世
し
た
僧
の
名
前
お
よ
び
受
業
と
嗣
法
の
関
係
が
明
確
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
寺
院
に
は
過
去
帳
が
あ
り
、
世
代
名
が
載
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
歴
住
の
住
職
が
だ
れ
か
ら
受
業
し
た
か
、
嗣
法
し
た
か
は
、

ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私
の
寺
の
過
去
帳
に
も
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
わ
か
る
の
も
本
資
料
の
特
長
で
す
。

さ
ら
に
活
躍
の
年
月
日
が
明
確
で
、
寺
院
名
、
地
域
名
、
派
が
特
定
で
き
る
の
で
す
。

卑
近
な
例
で
す
が
、
五
万
人
の
卒
業
者
名
簿
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
誰
の
受
業
、
嗣
法
で
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
出
身
地
、
出
身

寺
院
が
わ
か
る
貴
重
な
デ
ー
タ
で
す
。
一
部
、
新
潟
県
の
寺
院
史
を
作
っ
た
時
、
確
認
は
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
今
ま
で
こ
れ
が
總

持
寺
に
あ
っ
て
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
資
料
に
よ
り
、
火
災
で
焼
失
し
た
、
特
に
空
襲
で
焼
か
れ
て
資
料
が
な
い
東
京
の
寺
院
の
記
録
も
出
て
き
ま
す
。
曹
洞
宗
の
派

の
動
向
や
、
面
受
嗣
法
と
伽
藍
法
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
再
考
で
き
ま
す
。
十
方
住
持
制
で
な
い
一
般
の
寺
の
場
合
は
、
度
弟
院
制

と
言
っ
て
一
派
の
系
統
が
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
私
も
そ
う
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
『
住
山
記
』
を
見
る
と
そ
う
で
は
な
い

と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

次
は
資
料
二
、「
研
究
の
課
題
・
可
能
性
」
で
す
。
時
代
毎
の
変
化
・
推
移
を
確
認
す
る
例
と
し
て
、
年
代
を
十
年
毎
に
区
切
る
と
、

瑞
世
の
変
化
の
特
徴
と
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
一
年
毎
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
、『
總
持
寺
史
』
や
圭
室
文
雄
先
生
の
本

で
も
行
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
数
の
変
化
の
み
で
、
地
域
や
派
の
動
向
は
考
慮
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
納
冨
先
生
は
岩
手
の
正
法

寺
の
例
を
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
奥
州
や
羽
州
、
つ
ま
り
東
北
地
方
か
ら
瑞
世
に
来
る
人
に
つ
い
て
は
、
元
々
、
總
持
寺
は
能
登
半
島

（
石
川
県
）
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
東
北
、
九
州
、
武
蔵
国
、
相
模
国
か
ら
徒
歩
で
ど
れ
ぐ
ら
い
か
か
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
瑞
世

師
は
少
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
瑞
世
師
は
、
北
陸
が
中
心
だ
と
想
像
し
て
い
た
の
で
す
が
、
奥
州
や
羽
州
出
身
者
が

非
常
に
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
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瑞
世
師
の
数
を
年
代
毎
と
地
域
や
派
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
意
外
な
動
向
も
見
え
て
き
ま
す
。
羽
州
・
奥
州
・
薩
摩

な
ど
が
意
外
と
多
い
で
す
。
現
在
、
鹿
児
島
に
曹
洞
宗
の
寺
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
、
薩
摩
に
は
約
二
百
の
寺
が
あ
り
ま
し
た

が
、
明
治
期
の
廃
仏
毀
釈
で
十
九
に
ま
で
減
り
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
崎
県
（
日
向
）
に
も
曹
洞
宗
の
寺
院
は
現
在
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、『
住
山
記
』
で
は
、
薩
摩
・
日
向
と
い
う
記
録
が
出
て
き
ま
す
。
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
は
、
北
海
道
か
ら
も

瑞
世
に
来
ま
す
。
古
く
は
松
前
藩
、
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
記
録
も
出
て
き
ま
す
。

通
幻
派
は
、
圧
倒
的
多
数
派
で
す
。
寒
岩
派
は
、
永
平
寺
の
傾
向
が
強
い
の
で
す
が
、
こ
の
人
た
ち
も
上
が
っ
て
き
ま
す
。
法
王
派

は
、
巻
十
一
に
、「
法
王
手
形
有
」
と
い
う
形
で
記
載
さ
れ
、
仲
介
者
の
取
り
次
ぎ
で
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
派
が
、
總
持
寺
教

団
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
瑞
世
す
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
受
業
師
、
嗣
法
師
が
わ
か
る
の
で
、
本
末
関
係
と
嗣
法
関
係
の
問
題
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
本
末
と
い
う
の

は
、
親
の
寺
院
で
あ
る
本
寺
と
、
子
ど
も
の
寺
院
で
あ
る
末
寺
と
の
関
係
で
成
立
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、『
住
山
記
』
で
は
各
住

職
の
嗣
法
関
係
が
わ
か
り
ま
か
ら
、
寺
院
名
か
ら
、
同
じ
寺
院
の
世
代
間
で
嗣
法
関
係
が
あ
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
、
他
の
寺
院
の
系

統
か
ら
嗣
法
さ
れ
た
の
か
が
わ
か
る
の
で
す
。

末
寺
か
ら
本
寺
へ
住
職
が
替
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
瑞
世
の
時
点
で
は
、
末
寺
の
住
職
で
す
が
、
後
に
本
寺
の
住
職
と
な
る
例
で

す
。実

際
、
末
寺
の
歴
代
の
住
職
名
や
相
互
の
嗣
法
関
係
を
把
握
し
た
り
す
る
寺
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
住
山
記
』
に
は
、
本
寺
の

弟
子
が
末
寺
の
住
職
と
な
る
例
も
あ
り
ま
す
。
弟
子
が
末
寺
の
住
職
に
な
る
な
ど
、
上
下
関
係
を
確
立
、
固
定
し
て
い
く
こ
と
も
、
受

業
師
、
嗣
法
師
の
関
係
が
わ
か
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

長
林
寺
（
栃
木
足
利
の
名
刹
）
の
例
を
挙
げ
ま
す
。



巻
三
十
二
、
一
万
八
百
三
十
九
世
可
慎
が
元
禄
六
年
に
總
持
寺
に
瑞
世
で
上
が
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
無
量
寺
の
住
職
で
、
朔
道
か
ら

法
を
継
ぎ
ま
し
た
。
朔
道
は
長
林
寺
の
十
五
世
で
す
。
無
量
寺
は
長
林
寺
の
末
寺
で
す
。
こ
こ
で
初
め
て
可
慎
と
長
林
寺
の
世
代
と
の

関
係
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

長
林
寺
十
八
世
禅
龍
も
、
朔
道
か
ら
受
業
し
て
、
徹
運
か
ら
嗣
法
し
ま
し
た
。
朔
道
は
長
林
寺
の
十
五
世
で
す
が
、
徹
運
は
長
林
寺

十
六
世
の
徹
理
の
誤
り
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
瑞
世
の
時
の
源
光
寺
も
長
林
寺
の
末
寺
で
す
。

続
く
二
十
世
知
足
の
寺
、
大
乗
院
も
末
寺
で
す
。
末
寺
の
住
職
の
時
に
總
持
寺
に
上
が
っ
て
、
戻
っ
て
き
て
長
林
寺
に
入
る
と
い
う
、

末
寺
で
住
職
し
て
瑞
世
し
、
箔
を
つ
け
る
と
上
の
寺
に
入
る
関
係
が
あ
り
ま
す
。
長
林
寺
二
十
六
世
覚
玄
の
瑞
世
し
た
と
き
の
長
泰
寺

も
末
寺
で
す
。

こ
の
よ
う
に
本
末
関
係
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
形
作
っ
て
い
ま
す
。
過
去
帳
が
な
く
な
っ
て
い
て
も
、
以
上
の
よ
う
に
相
互
の
嗣
法
関

係
・
本
末
関
係
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

二
十
四
世
の
泰
玄
は
、
地
名
が
上
野
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
来
は
栃
木
な
の
で
下
野
の
は
ず
で
す
。
書
写
間
違
い
か
、
出
身
地
が
上

野
か
の
、
ど
ち
ら
か
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
寺
と
地
名
が
合
わ
な
い
場
合
も
あ
り
、
今
後
の
読
み
取
り
が
課
題
で
す
。

さ
て
、
次
に
五
院
と
瑞
世
師
の
関
係
で
す
。
五
院
は
、
總
持
寺
を
守
る
た
め
の
正
式
な
住
職
を
出
す
五
つ
の
寺
の
こ
と
で
す
。
瑞
世

師
は
總
持
寺
に
一
日
し
か
お
ら
ず
、
十
二
月
か
ら
一
月
に
か
け
て
は
瑞
世
師
は
ほ
と
ん
ど
来
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
五
院
が
住
職
を
出
し
、

總
持
寺
を
通
年
で
管
理
し
ま
す
。
こ
の
人
た
ち
を
確
認
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
輪
住
直
前
の
瑞
世
が
あ
り
ま
す
。
元
禄
十
年
に
大
春
慧

廣
が
五
院
に
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
『
住
山
記
』
で
確
認
す
る
と
、
巻
三
十
五
に
「
一
万
一
千
五
百
三
十
六
世
太
春
、
元
禄
十
年
八

月
十
日
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
太
春
が
輪
住
直
前
に
瑞
世
を
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
ま
す
。

逆
に
五
院
輪
住
ま
で
二
十
二
年
経
た
例
も
あ
り
ま
す
。
寺
名
が
違
い
ま
す
が
、
奥
州
仙
台
の
松
音
院
か
ら
五
院
に
入
っ
て
い
る
人
が

『住山記』を読み解く
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い
ま
す
。
こ
の
人
が
瑞
世
を
し
た
時
は
、
奥
州
の
玉
泉
寺
で
す
。
こ
れ
は
同
門
で
す
の
で
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
五
院
輪

住
ま
で
二
十
五
年
経
た
例
も
あ
り
ま
す
。
松
岩
寺
が
本
寺
で
、
相
州
の
長
泉
寺
が
末
寺
で
す
。
こ
の
人
は
、
末
寺
で
瑞
世
し
て
、
五
院

に
は
本
寺
か
ら
入
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
寺
院
を
移
っ
た
流
れ
も
わ
か
り
ま
す
。
納
冨
先
生
の
記
録
で
は
、
瑞
世
し
て
か
ら
五
院
に
上

が
る
ま
で
の
最
長
期
間
は
三
十
七
年
で
す
。
逆
に
ひ
ど
い
例
は
、
五
院
の
住
持
を
終
え
て
か
ら
瑞
世
を
し
た
記
録
も
あ
り
ま
す
。
本
末

転
倒
で
す
。

次
に
同
じ
寺
院
で
も
住
職
の
派
が
変
わ
る
こ
と
も
確
認
で
き
ま
し
た
。
尾
張
の
杲
洞
寺
と
い
う
寺
院
は
一
ヵ
寺
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
寺
の
瑞
世
師
だ
け
を
並
べ
て
み
る
と
、
通
幻
派
が
続
い
て
太
源
派
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。。
検
索
す
る
と
こ
う
い
う
例
が
い
く
つ

か
出
て
く
る
の
で
す
。
武
蔵
に
出
山
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
通
玄
派
が
続
い
て
太
源
派
に
な
り
も
う
一
回
通
幻
派
に
戻
り
ま
す
。
尾

張
の
春
養
寺
は
、
法
王
派
、
如
意
菴
と
い
う
五
院
の
取
り
次
ぎ
に
よ
っ
て
瑞
世
し
た
住
職
と
、
そ
の
次
は
大
徹
派
で
、
さ
ら
に
通
玄
派

で
瑞
世
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
寺
院
で
も
瑞
世
師
の
派
名
が
変
化
し
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
同
一
の
受
業
師
と
嗣
法
師
が
別
の
派
名
に
な
る
と
い
う
例
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
受
業
師
で
も
、
嗣
法
の
段
階
と
な
れ
ば
別

派
に
な
る
場
合
は
多
い
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
巻
百
二
十
二
の
例
で
は
五
人
の
瑞
世
師
の
授
業
師
・
嗣
法
師
が
蟠
龍
、
蟠
龍
、
令
麟
、
令

麟
、
蟠
龍
、
蟠
龍
と
記
さ
れ
ま
す
。
蟠
龍
と
蟠
龍
の
間
に
一
つ
令
麟
の
弟
子
が
入
る
の
は
、
太
源
派
が
並
ぶ
の
で
問
題
は
な
い
の
で
す

が
、
こ
の
令
麟
の
場
合
は
三
人
、
つ
ま
り
、
太
敬
、
孝
順
、
俊
峰
の
弟
子
が
い
ま
す
。
こ
の
三
人
の
派
名
が
、
太
源
派
、
明
峰
派
、
通

玄
派
と
な
っ
て
い
ま
す
。

免
許
状
を
付
与
し
た
時
に
、
同
じ
人
が
卒
業
証
書
を
渡
し
て
い
る
の
に
、
お
前
に
は
太
源
派
、
お
前
に
は
通
玄
派
、
お
前
に
は
明
峰

派
と
使
い
分
け
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

ま
た
首
座
・
書
記
・
都
寺
・
上
座
か
ら
の
嗣
法
も
あ
り
ま
す
。
首
座
は
修
行
僧
の
ト
ッ
プ
で
す
。
住
職
の
よ
う
に
寺
の
ト
ッ
プ
で
な
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い
人
か
ら
受
業
を
す
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
す
。
典
座
と
い
う
食
事
係
り
の
人
か
ら
嗣
法
を
受
け
る
例
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
總
持
寺
の
非
グ
ル
ー
プ
か
ら
瑞
世
す
る
た
め
に
仲
介
が
必
要
で
し
た
。
明
峰
派
（
永
光
寺
の
系
統
）
は
、
總
持
寺
に
瑞
世
す
る

た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
伝
法
庵
ま
た
は
大
徹
派
を
取
り
次
ぎ
ま
し
た
。

再
公
文
は
、
再
び
許
可
状
を
も
ら
う
こ
と
で
す
。
永
平
寺
に
一
度
瑞
世
し
、
入
る
寺
の
関
係
で
、
免
許
状
を
再
発
行
し
て
も
ら
う
よ

う
な
も
の
で
す
。「
成
直
」
も
や
り
直
し
と
同
じ
で
す
。
遥
授
は
、
瑞
世
し
な
い
で
済
ま
せ
た
例
だ
と
思
い
ま
す
。

瑞
世
師
の
人
数
は
、
一
日
で
最
多
の
例
は
四
十
七
人
も
い
ま
す
。
十
二
月
、
一
月
は
雪
の
季
節
な
の
で
、
瑞
世
は
極
端
に
少
な
い
で

す
。
そ
の
他
、
多
い
日
に
は
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
す
。
今
後
、
デ
ー
タ
分
析
が
進
め
ば
そ
う
し
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

細
か
い
と
こ
ろ
で
は
、
名
前
に
使
用
す
る
文
字
に
、
時
代
の
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
何
時
も
見
ら
れ
る
字
や
、
前
後
半
の
い
ず
れ
か

だ
け
に
し
か
出
て
こ
な
い
、
特
定
の
時
代
の
好
み
の
字
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
受
業
師
と
嗣
法
師
が
同
じ
に
な
る
の
も
時
代
の
変
化
に
よ
る
よ
う
で
す
。
最
初
の
頃
は
、
受
業
と
嗣
法
の
師
匠
が
違
う
例
が

多
い
で
す
が
、
あ
る
時
代
を
境
に
同
一
の
例
が
多
く
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
傾
向
も
今
後
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
今
後
の
課
題
で
す
。
デ
ー
タ
の
整
理
・
編
集
は
御
移
転
記
念
誌
を
出
す
上
で
も
、
ク
リ
ア
す
べ
き
問
題
で
す
。
次
に
整
理
し

た
デ
ー
タ
の
検
索
・
集
計
の
手
順
を
構
築
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
各
種
統
計
の
整
理
法
に
な
ら
っ
て
分
析
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
が
で
き
れ
ば
、
各
寺
院
の
寺
史
や
地
方
史
作
成
に
寄
与
す
る
こ
と
大
だ
と
思
い
ま
す
。
す
で
に
廃
寺
と
な
っ
た
寺
院
の
記
録
も

残
っ
て
お
り
、
各
寺
院
の
世
代
に
関
す
る
記
録
も
、
そ
の
寺
以
上
に
残
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

先
程
述
べ
た
よ
う
に
永
平
寺
の
『
住
山
記
』
は
、
一
部
で
す
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
總
持
寺
の
記
録
と

同
時
代
の
も
の
を
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
永
平
寺
と
總
持
寺
間
で
の
瑞
世
師
の
違
い
も
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

永
平
寺
と
の
比
較
の
必
要
性
は
、
相
互
の
関
係
、
瑞
世
の
取
り
合
い
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
す
。
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実
は
、
瑞
世
は
總
持
寺
の
大
き
な
収
入
源
で
し
た
。
瑞
世
の
お
金
は
、
当
時
五
両
で
し
た
。
一
両
は
現
在
の
お
金
に
し
て
約
十
万
円

に
相
当
し
ま
す
。

瑞
世
の
後
、
京
都
に
上
が
っ
て
参
内
し
ま
す
。
宮
中
に
入
っ
て
綸
旨
を
も
ら
う
の
で
す
。
こ
の
た
め
に
必
要
な
の
が
お
金
が
五
両
で

す
。
さ
ら
に
旅
費
、
お
礼
も
含
め
、
合
計
す
る
と
約
五
十
両
を
要
し
ま
す
。
こ
れ
は
約
五
百
万
円
で
す
。

永
平
寺
、
總
持
寺
と
も
に
一
人
五
両
ず
つ
で
、
年
間
二
百
人
く
ら
い
瑞
世
し
ま
す
。
こ
の
人
数
を
取
り
合
う
の
で
す
。
年
間
二
百
人

瑞
世
す
れ
ば
、
一
千
両
に
な
り
、
約
一
億
円
相
当
で
す
。
こ
れ
が
總
持
寺
の
主
な
運
営
資
金
に
な
り
ま
す
。
瑞
世
師
の
減
少
は
死
活
問

題
で
す
。
で
す
か
ら
、
あ
る
時
代
に
は
峨
山
派
と
い
う
總
持
寺
系
統
の
人
は
皆
な
總
持
寺
に
瑞
世
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
御

触
れ
を
出
し
ま
す
。

そ
れ
で
永
平
寺
と
論
争
も
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
関
係
も
、
永
平
寺
の
記
録
と
比
較
す
る
と
さ
ら
に
わ
か
る
で
し
ょ
う
し
、
瑞

世
の
実
態
や
『
住
山
記
』
の
記
録
が
よ
り
多
角
的
に
明
ら
か
に
な
る
と
思
い
ま
す
。


